
処分の程度 処分年月日 事件概要

減給３月 R6.5.8

　令和５年１１月１２日（日）、私有自動車で磐越自動車道上り線を走

行していた午後６時１５分頃、制限速度時速８０㎞の現場を時速１３１

㎞で走行し、速度違反自動取締装置に記録され、指定速度を時速５１㎞

超過していたとして検挙されたものである。

停職６月 R6.5.8

　令和５年８月３１日（木）午後６時１１分頃、本宮市内のスーパー

マーケットにおいて、ひそかに、女性客に対し、その後方から近づき、

靴に装着した小型カメラを当該女性客のスカート内に差し入れ、スカー

トの中を撮影しようとしたが、撮影に至らなかったものである。

免職 R6.7.9

　令和６年２月２４日（土）午後１１時４０分頃から同月２５日（日）

午前０時２０分頃までの間、県外のホテルにおいて、成人女性に対し、

同所に設置されたベッドにいきなり押し倒し、その着衣を脱がす等の暴

行を加えたことにより、同意しない意思を全うすることが困難な状態に

させ、性交等をしたものである。

停職６月 R6.7.9

　令和５年４月７日（金）及び同月１０日（月）、自らが会計を担当す

る所属職員の親睦団体の会計から、計１９９，７５８円を着服し、自身

の自動車の修理費やローンの返済に充当したものである。

　さらに、令和４年４月から令和６年３月にかけて、会計を担当する職

員公舎の共益費の会計から、計３７，８０４円を着服し、自身の生活費

や自動車ローンの返済などに充当したものである。
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